
令 和 ３ 年 5 月 ２ 7 日 
第八管区海上保安本部 

海 上 保 安 学 校 

 

第八管区海上保安本部・海上保安学校 

合同定例記者懇談会 

 

 
１ 日時 
  令和３年５月２７日（木）午後２時００分から 
 
２ 場所 
  海上保安学校 総合実習棟２階 航海実習室 
 
３ 発表事項  

 ＜海上保安学校＞ 

  ・総合実習棟の紹介 

＜第八管区海上保安本部＞ 

  ・海にごみを捨てない・船から油を流さない！ ～海洋環境保全推進月間～ 

  ・ＧＷ期間中の「海の事故」発生状況について 

 ～「海の事故」過去５年間で最低！緊急事態宣言の影響か！？～ 

 

４ 業務説明 

 ＜海上保安学校＞ 

・海洋科学課程の紹介 

 

 
  



日 曜 業　務　内　容 備　考

5月30日～6月30日　海洋環境保全推進月間

1 火 第２２回「未来に残そう青い海・海上保安庁図面コンクール」作品募集開始（～９月6日まで） 上旬

2 水

3 木

4 金

5 土

6 日

7 月

8 火

9 水

10 木

11 金 中旬

12 土

13 日

14 月

15 火

16 水

17 木

18 金

19 土

20 日

21 月 下旬

22 火

23 水

24 木 定例記者懇談会

25 金

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水

令和3年5月27日

第八管区海上保安本部

令和３年６月業務予定

継続



 

 

令和３年５月２７日 

 第八管区海上保安本部 

 

 

 

 

～海洋環境保全推進月間～ 
 

 

 

 

 

 
 

※ビルジとは 船の機関室の床下等に溜まった油と水が混ざりあったもの 
 
１ 海洋環境保全指導・海洋環境保全啓発活動  

海洋環境保全推進月間は、「未来に残そう青い海」をスローガンに、国民一人一人の

海洋環境保全のための遵法精神の涵養及び海洋環境保全思想の啓発を図り、もって海

洋環境の保全に資することを目的に平成１９年から実施しているものです。 

昨年、令和２年中に八管区内（福井県～島根県）で確認された海洋汚染発生件数は１

７件で、油類による汚染が９件、廃棄物の投棄が８件でした。 

                               （資料１参照） 

 このことを受け、以下の活動を行います。 

●漁業・海事関係者に対するビルジ・廃棄物の適正な処理及び船舶からの漏油防止 

指導の実施。 

●マリーナ・釣具店等に対する利用客へのマリンレジャー活動に伴って発生する

ごみ等の適正な処理についての呼び掛けの依頼。 

●子供たちに対する海洋環境保全教室の開催。 
●一般市民に対する各種イベント、地元清掃活動における環境保全啓発活動。 

                               （資料２参照） 

  

 なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から緊急事態宣言が発令されている

地域又はまん延防止等重点措置が適用されている地域での活動は、全て中止することと

しています。 

 今後解除された場合や対象外地域におきましては、各地方自治体の要請を十分に踏ま

え、感染防止対策を徹底したうえで、実施することとしています。 

  

２ 第２２回未来に残そう青い海・海上保安庁図画コンクール  
 海上保安庁では、将来を担う子供たちに海洋環境について考える機会を設け、海洋環

境保全思想の普及を目的として、今年も「未来に残そう青い海・海上保安庁図画コンク

ール」の募集を開始します。 

                             （資料３、４参照） 

問合せ先 

第八管区海上保安本部 

環境防災課課長・環境保全係 

   上田修・下村圭亮 

TEL 0773-76-4100 （内線 3310・3313） 

 
 

海にごみを捨てない・船から油を流さない！ 

八管区では、5 月 30 日（日）から 6 月 30 日（水）までの「海洋環境
保全推進月間」において、漁業・海事関係者に対するビルジ※・廃棄物
の適正な処理及び船舶からの漏油防止に係る海洋環境保全指導並びに
子供たちや一般市民に対する海洋環境保全啓発活動を重点的に実施し
ます。 

また、6 月 1 日から第２２回「未来に残そう青い海・海上保安庁図画
コンクール」の作品募集を開始します。 



 
 
 
 

令和２年管内海洋汚染件数状況 
 
○ 海洋汚染確認件数は１７件（前年比１７件減） 

 
令和２年における当管区の海洋汚染確認件数については１７件（油類の汚染

９件、廃棄物の廃棄８件）で、前年から半減となりました。 
 
油類の汚染９件は、前年に比べ４件減少、廃棄物の廃棄８件は、前年に比べ

１３件減少しています。 
 
油類の汚染９件の内訳は、漁業・海事関係者による排出が７件（ビルジの排

出６件、燃料油の排出１件）一般市民によるビルジの排出が１件、漂流物（ド
ラム缶）からの油流出が１件です。 
 
廃棄物の廃棄８件の内訳は、一般市民による廃棄が５件（家庭ごみの廃棄３

件、船舶（プレジャーボート、ミニボート）の廃棄２件）、漁業・海事関係者
による船舶（漁船）の廃棄が３件です。 
 
このうち、京都府にあっては、漁業・海事関係者によるビルジの排出が２件

ありました。（いずれも宮津市） 
 

【令和２年の管内海洋汚染確認分布図】 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料１ 



 
 

【過去５年の管内海洋汚染確認件数の推移】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

【過去５年の京都府下における海洋汚染確認件数の推移】 
 



 
 
 

令和３年度 海洋環境保全指導・海洋環境保全啓発活動 
 
 海上保安庁では、海上環境関係法令の遵守と海洋環境保全思想の高揚を図り、もっ
て海洋環境保全に資することを目的とし、漁業・海事、マリンレジャー関係者を対象とし
た各種指導・啓発活動を関係機関等と連携して実施します。 
 
１ 実施期間   

令和３年５月３０日（日）から６月３０日（水）までの間 
 
２ 重点事項   

廃棄物の不法投棄・油類の不法排出による海洋汚染の防止 
 
３ 活動内容   
（１）漁業・海事関係者及びマリーナ・釣具店に対する指導・啓発 

 
漁業関係者や船舶燃料取扱事業所等の海事関係者を訪

船・訪問し、ビルジや廃棄物等の適正処理、給油時におけ
る漏油事故の防止について、指導を行います。 

また、プレジャーボート・遊漁船での釣り等マリンレジ
ャー活動に伴って発生するごみ等の適正処理について、マ
リーナ、釣具店に対し利用客等に広く声掛けを行うよう協
力を依頼します。 

 
（２）子供たちに対する啓発 
 

子供たちに対しては海洋環境保全教室等を開催し意識
の高揚を図ります。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

地域で実施される関係イベント等において、来訪者に
対して環境保全啓発グッズを配布するほか、海洋環境保
全にかかる横断幕の掲示、巡視船艇のライトメールによ
る周知等の啓発活動を実施します。 

資料２ 

（３）各種イベント等における啓発 



資料３
第２２回未来に残そう青い海・海上保安庁図画コンクール

募集テーマ：「未来に残そう青い海」
募集期間：令和３年６月１日（火）から９月６日（月）まで
募集部門：小学生低学年の部、小学生高学年の部、中学生の部
・応募方法の詳細については「資料４」のとおりで、第八管区海上保安本部ホームページに掲載予定です。
・今年度におきましても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえつつ、より積極的な応募を促

進する
観点から昨年度と同様に、応募者が手軽に描いてポストに投函できる「はがきサイズ」で作品を募集します。

○昨年（令和２年）応募数
八管区内：２３点（小学生低学年の部１２点、小学生高学年の部５点、中学生の部６点）
全国総数：３,７０６点

第八管区海上保安本部長賞

中学生の部
友 大毅（よりとも だいき）さん
京都府京都市立西院中学校 2年生

小学生低学年の部
関尾 沙那（せきお さりな）さん
兵庫県新温泉町立浜坂西小学校 2年生

第２１回コンクールの受賞作品の一例です。
海上保安協会舞鶴地方本部長賞



資料4





 



 

 

 

 

令和３年５月２７日 

第八管区海上保安本部 

 

 

ＧＷ期間中の「海の事故」発生状況について 

～「海の事故」過去５年間で最低！緊急事態宣言の影響か！？～ 

 

 

 

 

 

１ ＧＷ期間中の事故発生状況 

ＧＷ期間中（４月２９日～５月５日）の第八管区海上保安本部管内におけるマリ

ンレジャー活動に伴う海の事故発生状況については次のとおりです。 

・船舶海難（プレジャーボート等事故）       １ 隻 

・人身海難（マリンレジャーに伴う海浜事故）    ０ 人 

なお、船舶海難・人身海難ともに、死者・行方不明者はありません。 

（１）過去５年間の比較 
過去５年間のプレジャーボート等

※

の船舶海難数[単位:隻]    （ ）は死者・行方不明者数 

※ ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ等：ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ、水上ｵｰﾄﾊﾞｲ、ｶﾇｰ等及び遊漁船 

過去５年間のマリンレジャー活動
※

に伴う人身海難数［単位:人]  （ ）は死者・行方不明者数 
 

平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 

事故人数 ５（０） ２（０） ３（０） ０（０） ０（０） 

※ ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ活動：釣り、ｻｰﾌｨﾝ、ﾎﾞｰﾄﾞｾｰﾘﾝｸﾞ、ｽｸｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ等の海浜における余暇活動 

 

（２）ＧＷ期間中に発生した事故の概要 

事故内容  帰還不能（荒天による） 

発生年月日 令和３年５月１日 

発生場所  福井県高浜町（内浦湾内） 

事故船舶  レンタル手漕ぎボート（２人乗り） 

概  要  釣り中に風が強まったことでオールでの操船が困難となり、 

また、風波により船内に海水が浸入し帰還不能となったもの。 

救助要請後、貸しボート店の救助船により救助された。 

       

 
平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 

事故隻数 ６（０） ５（２） ５（１） ３（０） １（０） 

問合せ先：第八管区海上保安本部 

交通部安全対策課長 竹内  

TEL 0773-76-4100（内線 2640） 

 
 

本年のＧＷ期間中における「海の事故」は船舶海難１隻のみでした。 

ＧＷは「３密」の環境となりにくい海でのレジャーを楽しむ方が増える事に

伴う「海の事故」の増加が懸念されておりましたが、昨年からさらに減少し、

過去５年間で最少の値となりました。 

 



２ 第八管区海上保安本部の主な活動内容  

第八管区海上保安本部では、安全推進マリーナや安全推進釣具店等と協力した

海難防止指導、安全推進アングラーと協力したラジオ放送、SNS を活用した安全

啓発及び現場での直接指導等の海難防止活動を行いました。 

・現場における直接指導（安全指導、リーフレット配布） 

 

 

 

 

 

 

 

・安全推進釣具店・マリーナへの啓発状況 

 

 

 

 

 

 

 

・安全推進アングラーとのラジオ共演による安全啓発活動 

 

 

 

 

 

 

 

・海上安全指導員と合同での安全啓発活動 

 

 

 

 

 

 

 

・SNS 等での啓発状況                               

ONLINE 新聞コラムへの投稿        隣接県自治体管理 SNS 等への掲載 

 

 

 

 

 

中



３ ＧＷ期間中の京都府北部への来訪者の実態 

第八管区海上保安本部においては、今後の安全対策の企画・立案のため、期間中

にレジャー(観光、釣り等)で来訪した方々の住居地区の実態調査を行いました。 

調査の回答を得た６４６人のうち、管区外居住者は７６％を占めました。 

今後は、管区外居住者を重点とした安全対策にも取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

北部・南部の区分                       その他：（市町）の区分 

京都府北部                          京都府北部 

舞鶴市、福知山市、綾部市、宮津市、京丹後市          京丹後市、与謝野町 

与謝野町、伊根町                     京都府南部 

の５市２町                           宇治市、亀岡市、京田辺市、城陽市 

京都府南部                            長岡京市、南丹市、八幡市、大山崎町 

 京都市等上記以外の１０市８町１村 

 

その他の県（内訳） 

  福井県、滋賀県、愛知県、三重県、奈良県 

京都市,

183人, 46%

舞鶴市, 

67人, 17%
宮津市, 

8人, 2%

綾部市, 

35人, 9%

福知山市, 

42人, 10%

その他(北部), 

6人, 1%
その他(南部), 

61, 15%

４０２
人

京都府（北部）,

158人, 24%

京都府（南部）

244人, 38%

兵庫県

102人, 16%

大阪府

101人, 16%

その他, 

41人, 6%

６４６ 
人 

７６％ 

＜京都府北部への来訪者＞ ＜京都府在住者の内訳＞ 


